
議

案

第

二

十

七

号

 

 
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

八

年

二

月

十

七

日

 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

六

条

第

三

項

中

「

基

準

は

、

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

港

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

教

育

委

員

会

 

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

」

を

「

基

準

と

な

る

べ

き

職

務

の

内

容

は

、

別

表

第

二

に

掲

げ

る

等

級

別

基

準

 

職

務

表

に

定

め

る

と

お

り

と

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

す

べ

て

」

を

「

全

て

」

に

改

め

、

「

職

を

」

 

の

下

に

「

前

項

に

規

定

す

る

等

級

別

基

準

職

務

表

及

び

」

を

加

え

る

。

 

 

第

七

条

の

見

出

し

中

「

昇

格

昇

給

」

を

「

昇

格

昇

給

等

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

教

育

委

員

会

規

則

」

 

を

「

港

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

教

育

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

第

四

 

項

ま

で

」

の

下

に

「

及

び

第

六

項

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

八

項

と

し

、

同

条

第

六

項

を

同

条

第

七

項

と

し

、

 



同

条

第

五

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 
６ 
職

員

を

降

給

さ

せ

る

場

合

に

お

け

る

そ

の

者

の

号

給

は

、

港

区

職

員

の

分

限

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

 
六

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

）

第

七

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

当

該

職

員

が

降

給

し

た

日

の

前

日

に

受

け

て

い

 

た

号

給

よ

り

三

号

給

下

位

の

号

給

（

当

該

受

け

て

い

た

号

給

が

職

員

の

属

す

る

職

務

の

級

の

最

低

の

号

給

の

 

上

位

三

号

給

以

内

の

号

給

で

あ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

当

該

最

低

の

号

給

）

と

す

る

。 

 

第

七

条

の

三

中

「

第

七

条

第

六

項

」

を

「

第

七

条

第

七

項

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

五

条

第

二

項

第

二

号

中

「

別

表

第

二

」

を

「

別

表

第

三

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

十

四

条

第

一

項

第

四

号

中

「

（

昭

和

二

十

六

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

）

第

二

条

」

を

「

第

二

条

第

一

 

項

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

十

九

条

第

二

項

中

「

行

政

不

服

審

査

法

（

昭

和

三

十

七

年

法

律

第

百

六

十

号

）

第

十

四

条

又

は

第

四

十

 

五

条

」

を

「

行

政

不

服

審

査

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

六

十

八

号

）

第

十

八

条

第

一

項

本

文

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

を

別

表

第

三

と

し

、

別

表

第

一

の

次

に

次

の

一

表

を

加

え

る

。

 

     



 

別表第二（第６条関係） 

 

 幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表 

職務の級 基 準 と な る 職 務 

１ 級 教諭の職務 

２ 級 主任教諭の職務 

３ 級 副園長の職務 

４ 級 園長の職務 

 



 
 

 

付 

則 
（

施

行

期

日

） 

１ 
こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

降

給

の

場

合

に

お

け

る

給

料

の

切

替

え

に

伴

う

経

過

措

置

の

取

扱

い

）

 

２ 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

三

年

港

区

条

例

第

 

十

六

号

）

付

則

第

四

項

及

び

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

人

事

委

員

会

（

以

下

「

人

事

委

員

会

」

と

い

う

。

 

が

定

め

る

給

料

月

額

を

受

け

て

い

る

職

員

の

う

ち

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

も

の

の

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

 

後

の

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

七

条

第

六

項

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

給

料

月

額

 

に

つ

い

て

は

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。 

（

委

任

） 

３ 

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。

 

（

説 

明

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地

方

公

務

員

法

及

び

地

方

独

立

行

政

法

人

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

三

十

四

号

の

施

行

に

よ

る

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

等

級

別

基

準

職

務

表

を

定

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 

 

） 

 

） 


